
協議第１８号  
 
   合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１～１３ 略  

 
１４ 広報広聴事業の取扱い  

 
（１） 広報紙の発行については、月１回とし、発行日及び配布方

法は合併時に再編する。  
（２） ホームページについては、合併時に再編する。  
（３） 市勢要覧については、合併後１年を目途に再編する。  
（４） 市長への手紙・Ｅメール、市政モニター制度については、

合併時に再編する。  
 
 
１５～２１ 略  
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